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トラックGメンが設置され、荷主・元請事業者への監視体制を強化

15

疑いのある荷主へ連絡
（荷主の本社・営業所へ連絡）

要 請

支店等への違反原因行為の
事実確認
国への報告書作成
社内調整 等

違反原因行為の事実確認
改善計画の作成、早急な取組の
実施を指示
その後のFU 等

ヒアリング実施
（関係省庁も同席）

「是正指導」

①ヒアリング（訪問・電話）
違反原因行為の疑いのある荷主情報の積極的収集

②パトロール (現場の状況確認)
違反原因行為をしている疑いのある荷主等の支店、荷捌き場周
辺など

③フォローアップ調査 (パトロール時に実施)
・情報提供元への事実確認・深堀り

・「働きかけ」、「要請」実施済荷主の再度の違反原因行為の
疑い等確認

「プッシュ型情報収集」

働きかけ

全国162名

トラックＧメン

文書送付

商慣行見直しに向けた執行力の強化（トラックGメンの設置）



トラックＧメンによる荷主等への是正指導の取組結果

内訳荷主数対応内容
（荷主1、元請1件）2勧 告
（荷主88、元請81、その他5）174要 請
（荷主423、元請193、その他19）635働きかけ

「是正指導」を実施した荷主数

計811件の法的措置を実施

＜月当たりの「是正指導」（働きかけ、要請、勧告）平均実施件数＞

今般「是正指導」（働きかけ、
要請、勧告）の対象となった
荷主等についてはフォローアッ
プを継続し、改善が図られな
い場合は 更なる法的措置
の実施も含め厳正に対処。
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トラックＧメン設置後、荷主等に対する是正指導実施件数が飛躍的に増加しました。

(令和6年6月30日現在)



働きかけを契機に改善が行われた例

・入庫混雑時間帯の分散や荷受け開始時間の前倒し、仮置きスペースの確保を実施
⇒長時間の荷待ち状況が大幅に改善。（着荷主が対応）
・専用バースの確保、荷受・仕分要員の配置、到着時間の設定(17:00の定着化)
⇒平均滞在時間が「30分未満」まで大幅改善（元請運送事業者が対応）

○長時間の荷待ち解消

○依頼(契約)になかった附帯作業

・作業範囲、運送料金、作業附帯料金をそれぞれ分けて契約を締結
（元請運送事業者が対応）

○適正取引における運賃・料金等の不当な据置き

・燃料サーチャージ全額支払、トラッシュ比率分差引きを廃止（真荷主事業者が対応）

○過積載運行の要求
・協力会社と調整を図り、一部４ｔ車両から大型車両へ変更（元請運送事業者が対応）
・積荷重量を把握できる配車システムを構築（元請運送事業者が対応）
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全国のトラックＧメン活動状況(令和6年6月30日現在)

〈ブロック別働きかけ・要請・勧告実施件数〉
※数値は要請、働きかけが行われた、各ブロックに本社を有する荷主等の数

〇トラックＧメンの活動状況
トラック事業者に対する

電話調査や訪問調査（全国）

荷主へのパトロール(荷待ち状況の現地確認等)（全国）

トラックドライバーへのヒアリング
（中部・中国・九州）

トラック事業者・荷主に対する
説明会

オンライン説明会の模様

大型車駐車スペースが
あるコンビニ駐車場

高速SA、PA

トラックGメンのチラシ配布（全国）

18

全国のトラックGメンがトラック事業者の声を聞き、荷主等に対する是正指導を実施しています。



国会の動き等最新情報を紹介Ｇメンが毎月１回午前午後に実施

参加者から寄せられた問題意識を紹介し、共有するＧメン。

2024年問題の背景を説明

19

国土交通省トラック荷主特別対策室主催オンライン説明会

トラック事業者・荷主の相互理解に向けて、「何回も」、「わかりやすく」、「有益な情報を提供」
【第１回～第14回の累計参加者数】 延べ2,400名 全国からトラック、発着荷主他関係者が参加

参加者から寄せられた問題意識（一部）
○ 着荷主の理解と協力が必要で、それを理解、納得させる術が必要（発荷主）。
○ トラック集車が徐々に難しくなってきている（発・着荷主）。
〇 受注量の増加により手配が困難になる事を怖れている（元請トラック事業者）。
〇 各所で積み残しが発生する可能性が高い（物流システムベンダー）。
〇 納入トラックと契約していないので荷待ちコントロール不可、発荷主の責任では（着荷主）。
〇 バース予約システム、予約枠の不足による配車担当者の早出対応（発荷主）
○ 小規模着荷主での附帯作業要求に苦慮。説得しているが理解されない（発荷主）。



荷主の事務所、物流拠点に対する「荷主等パトロール」の実施

（実施例）
●荷主事業者の事務所・物流拠点等を訪問し、以下を実施

・違反原因行為の防止を呼びかけ
・荷待ち状況の実態確認
・運賃交渉への誠意を持った対応を要請
・要請を受けた荷主等の改善状況を確認
・オンライン説明会への参加を呼びかけ

パトロール先拠点数約2,200か所
各地方運輸局において様々な手法により実施。

(R5.7.21～R6.10.10全国
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積極的にパトロールを実施し、労働環境改善と適正運賃収受への理解を呼びかけています。

常態的な長時間の荷待ち 無理な運行依頼
違反原因行為の例

契約にない附帯業務

上記のほか、異常気象時の運行依頼、過積載運行の強要なども違反原因行為として是正指導の対象に。

運賃・料金の不当な据置き

全国各地でパトロールを実施

パトロール
動画



荷主等パトロールの具体例

荷主等へのアポなし訪問・説明

トラックドライバーへのヒアリング荷主への指摘、要請対象のフォローアップ

荷待ち、附帯作業等の現状確認・指導

違反原因行為の疑いが現認された場合は、認識を確認の上指
摘。また要請を受けた荷主の現場で改善状況の確認も行う。

荷主の拠点等現場に出向き、荷待ち、契約にない附帯業務等
の有無や程度について確認。

荷主等をアポなしで訪問し、オンライン説明会、2024年問題解
決に向けた荷主の協力の必要性などについて説明。

高速道路SA,PA。道の駅、コンビニ、自動車事故対策機構
(NASVA)などで運転者の話を聞き、情報提供を呼びかけ。 21



西日本トラックＧメンによる広域連携
(西日本４局トラックＧメン合同パトロール)

実施結果報告
(近畿・中国・四国・九州運輸局トラックＧメン)



西日本トラックＧメンによる広域連携
(西日本４局トラックＧメン合同パトロール)

西日本の各運輸局が連携の上、大消費地の着荷主に働きかけを実施

近畿運輸局
四国運輸局九州運輸局

中国運輸局

大消費地で活動する中国、四国、九州の
トラックドライバーに実状をヒアリングし、
荷待ち、附帯作業等の違反原因行為の実態を調査。

各運輸局のＧメンが連携して大阪等の主な
荷主に対するパトロール（アポ無し訪問）を実施し、
トラック事業者・ドライバーの「声」を届ける。

中国・四国・九州発の貨物の多くは大消費地である近畿（大阪・兵庫）の着荷主に納品され、そこで常態的な荷待ちや附帯作
業などの違反原因行為が行われており、日頃「目安箱」にも多数の投稿が寄せられている。
しかしその多くが連絡先不明や連絡不可などで、働きかけ、要請などの「是正指導」に結び着いていない。
そこで、現地調査の実施とともに、こうした「声」を荷主に届けるため、近畿・中国・四国・九州の各地方運輸局が連携し、令和６年
９月25,26日に、大阪市内において、西日本４局トラックＧメン合同パトロールを実施した。
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合同パトロール実施のメリット
集団効果：数の優位で、荷主への説明を有利に進める
エリア匿名性の確保：特定エリアのトラック事業者・ドライバーを
対象とした仕返し、犯人探しを防ぐ。
機動力：一度に多くのポイント(荷主拠点)を捕捉。

2日間で33箇所をアポ無し訪問(うち27荷主に接触・説明)。他3荷主に対し働きかけ、ヒアリングを実施。



西日本４局トラックＧメン合同パトロール日程
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１日目：9月25日(水)

２日目：9月26日(木)

○顔合わせ、班編成(A~Ｄ,４班体制)、事前ミーティング
○トラックターミナルにおけるドライバーヒアリング(A班のみ)
○荷主等パトロール(B~D班※午後よりA班分散して合流)
○終了ミーティング(結果報告)

○事前ミーティング
○荷主に対する働きかけ・事実関係ヒアリング
○荷主団体に対するヒアリング・意見交換
○終了ミーティング



合同パトロールの様子①

班編成、顔合わせ、段取り打ち合わせ事前ミーティング(当日の動き等説明)

荷主訪問（4局合同）荷主訪問直前の段取り打ち合わせ 25



合同パトロールの様子②

トラックターミナルにて待機状況等確認荷主に対する説明

荷主の協力・取組みの必要性を説明荷主団体へのヒアリング 26



合同パトロール配布物（荷主関係）
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事 務 連 物流２法関係資料

トラックＧメン関係資料（オンライン説明会／違反原因行為）



合同パトロール配布物（トラックドライバー関係）
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（目安箱／Ｇメン制度／オンライン説明会／トラックＧメン活動報告）



西日本４局トラックＧメン合同パトロール活動エリア図

29



西日本４局トラックＧメン合同パトロール 結果について

合計Ｄ班
大阪北部エリア

Ｃ班
大阪南部エリア

Ｂ班
大阪中央エリア

Ａ班
大阪東部エリア

１９近畿２,中国３,九州１近畿２,中国２,四国１近畿２,中国２近畿１,中国１,四国１,
九州１

メンバー
(班編成)

実績(件)

４０００４運転者聴取

１００００働きかけ

３００００荷主等
ヒアリング

３３１４５１３１荷主等
パトロール

１１９０２０資料配布
バ
ト
ロ
ー
ル
内
訳

１１０００資料投函

６００６０現地確認

１５４５５１面談実施

２０１０１元請トラック事業者

パト実施
荷主種別

３１０２０建設関係

１１４０７０食品・飲料・卸

１７９４４０製品・メーカー 30



パトロール結果面談訪問先班

専務対応。親会社（メーカー）の荷物96％。
目安箱と荷主等パトロールで匿名でメッセージを届けていることを教示。
荷主に運賃交渉に応じるよう言っているので、協力会社にもちゃんと払うよう教示。
付帯業務で困っているとのこと。

〇元請物流事業者Ａ

物流担当チーフ対応、物流について積極的に取り組んでいる様子。運賃もあげている
とのこと。着荷主への附帯業務削減要請もし、聞かない着荷主からは売らない。しかし
購買量が多い事業者との縁は切りにくいとのこと。

〇食料・飲料・卸Ｂ

物流関連二法改正について興味を持たれている様子。特定荷主はグループ会社にも
適用されるか気にしていた。〇メーカーＣ

常務取締役対応、トラック事業者の立場が強くなっており、利用運送契約の見積もり
を取っても１週間後の配達予定日には配車が難しいと断られる事もある。運賃は上
がっても対応できるが、車両が手配できるかどうかの瀬戸際になっており、物流2024年
が現実になっていることを実感。
真荷主との運賃交渉は難航するも、半年前に標準運賃改正と同じ上がり幅で運賃
アップに成功。高速料金もほぼ収受できている。

〇元請物流事業者Ｃ

アパレル、化学品、取り扱いの商材の幅は広い。営業部門それぞれが、物流会社を手
配。荷待ちについて時間改善している。
コストの部分について、助成があれば対応できる。
業界団体の集まりがあるのでその場でも共有したい。

〇メーカーＣ

担当者不在のため、人事課員と立ち話。2024問題やトラックgメンについてはご存知
だった。社員向けに、2024問題の研修もしたとのこと。トラックドライバーも講師に招いた
とのこと。

〇食料・飲料・卸Ｄ

西日本４局トラックＧメン合同パトロール 面談等実施状況(一部)
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西日本４局トラックＧメン合同パトロール 振り返り
実績まとめ

合同パトロール・荷主対応の今後について

パトロール立ち寄り先33件は実質３班で平均11件。うち面談、チラシ手交等実際荷主等と接触できた
のは26件、同平均約9件、１日のアポ無し訪問実績としては一定の成果が得られたと考える。

・

面談できた荷主等では、2024年問題に向けた対応に一定の理解を示すものが多かった。・
トラックが確保しづらくなったとの2024問題の顕在化を示す荷主等の声もあった。・
「物流のことは物流事業者、又は荷主等の物流担当者が解決するべき課題」など、無関心な態度を示す
荷主担当者も一定数いたとの報告があった。

・

発荷主からは、着荷主の卸地での荷待ち、附帯業務の要求など発荷主が是正を要求しても実現しない
事例があり、ジレンマとなっている事実も聴取できた。

・

更に、アポ無しでは面会を取りつがない荷主、担当者不在の荷主もあり、こうしたロスをどのように効率化す
るかについては課題を感じる声が参加者からあった。

・

参加したＧメンからは、荷主パトロールについて、情報提供者の「身バレ」を防ぐほか、「直接の説明によ
る理解度向上、荷主の認識把握」などのメリットをあげる声があった。

・

合同パトロールは効率化等課題を改善したうえで、今後も継続の方向で検討（時期・場所は要検討）。・

発荷主に是正を促すためにも、原因となっている着荷主に対するジレンマを解消する必要がある。
より上流の「着荷主」へのアプローチに向けて対応を継続。

・

無関心な態度を示す荷主等がいる一方で、輸送力減少を実感し危機感を持つ荷主もいる。
前者に対し、後者の感覚をどう感じてもらうか。理解してもらえる説明方法、資料も検討。

・

32


